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○滝沢市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 

平成31年３月26日規則第10号 

滝沢市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。

以下「法」という。）に基づく事務のうち、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処

理の特例に関する条例（平成11年岩手県条例第62号）の定めによるところにより滝沢市が処理す

ることとされたものの施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行

令（平成14年政令第391号）及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則（平

成14年環境省令第28号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（鳥獣の捕獲等の許可の申請） 

第２条 省令第７条第１項の規定による申請のうち、鳥獣の捕獲等の許可の申請は、鳥獣の捕獲等

許可申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて行うものとす

る。 

(１) 被害状況調書（様式第２号） 

(２) 有害鳥獣捕獲等実施計画書（様式第３号） 

２ 被害者等から依頼を受けて前項の申請を行おうとする者は、前項に規定するもののほか、有害

鳥獣捕獲等依頼書（様式第４号）を添付するものとする。 

（従事者証の交付の申請） 

第３条 省令第７条第７項の規定による申請は、従事者証交付申請書（様式第５号）により行うも

のとする。 

（許可行為） 

第４条 市長は、前２条の申請があったときは、法第９条第３項の規定により、その内容を審査し、

鳥獣の捕獲等の許可の可否について決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による許可の決定をしたときは、許可証（省令様式第一）及び腕章を交付

するものとする。 

３ 市長は、法人に対し第１項の規定による許可の決定をしたときは、従事者証（省令様式第二）

及び腕章を交付するとともに、次に掲げる事項について指導するものとする。 

(１) 従事者が捕獲等を実施するときは、従事者証の携帯及び腕章の着用をすること。 
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(２) 法人が捕獲等の実施について従事者へ行う指示は、鳥獣捕獲事業指示書（様式第６号）の

交付により行うこと。 

(３) 法人は、鳥獣捕獲従事者台帳（様式第７号）を備え付けること。 

（許可証等の再交付の申請） 

第５条 省令第７条第10項の規定による申請は、許可証等再交付申請書（様式第８号）により行う

ものとする。 

（許可証等の住所等変更の届出） 

第６条 省令第７条第11項及び第12項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書（様

式第９号）により行うものとする。 

２ 前項に規定する届出をしようとする者は、省令第７条第11項の規定による届出の場合にあって

は同項の許可証を、同条第12項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を市長に提出

し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。 

（許可証等の亡失の届出） 

第７条 省令第７条第13項及び第14項の規定による届出は、許可証等亡失届出書（様式第10号）に

より行うものとする。 

（鳥獣の捕獲等の結果の報告） 

第８条 法第９条第13項の規定による報告は、有害鳥獣捕獲等実施報告書（様式第11号）により行

うものとする。 

（許可等に係る措置命令） 

第９条 法第10条第１項及び第２項の措置命令は、措置命令書（様式第12号）により行うものとす

る。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 
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様式第３号（第２条関係） 
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様式第４号（第２条関係） 
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様式第５号（第３条関係） 
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様式第６号（第４条関係） 
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様式第７号（第４条関係） 
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様式第８号（第５条関係） 
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様式第９号（第６条関係） 
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様式第10号（第７条関係） 
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様式第11号（第８条関係） 
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様式第12号（第９条関係） 

 


